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新型コロナウイルス感染症専用医療施設に係る 

配分病床の運用期間について 

 

 

・新型コロナウイルス感染症専用医療施設に係る配分病床の運用期間について  ・・・１ 

 



１ 現 状
・ 令和２年10月、公募により専用医療施設を整備（最大８医療機関２６２床）

医療機関名
専用医療施設の病床数

総数 うち重症

１ A病院 14 3

２ B病院 19

３ C病院 22 3

４ D病院 27

５ E病院 12 2

６ F病院 10

７ G病院 22 3

合 計 126 11

２ 今後の対応
・ 専用医療施設の配分病床の運用は令和５年９月３０日をもって終了とする。

●令和５年４月１日時点 ●令和５年９月１日時点

医療機関名
専用医療施設の病床数

総数 うち重症

１ A病院 6/30終了

２ B病院 19

３ C病院 22 3

４ D病院 5/7終了

５ E病院 2 2

６ F病院 10

７ G病院 5/31終了

合 計 53 5

1


